
N
O

1

く
ら
え
っ
！
年
号
暗
記
す
ぺ
し
ゃ
る

奴
国

王
が

後
漢

に
使

者
を

お
く

り
金

印
を

も
ら

う
。

ポ
イ

ン
ト

5
7

こ
ん

（
５

）
な

ん
（

７
）

困
難

困
難

困
難

困
難

乗
り

越
え

金
印

G
E

T
！

倭
の
奴
国
王
金
印
G
E
T

ポ
イ

ン
ト

聖
徳

太
子

が
推

古
天

皇
の

摂
政

に
な

る
。

外
　

　
国

紀
元

前
後

は
（

ロ
ー

マ
帝

国
～

シ
ル

ク
ロ

ー
ド

～
漢

）

　
　

　
　

　
冠

位
十

二
階

（
有

能
な

役
人

を
選

ぶ
）

や
十

七
条

の
憲

法
（

役
人

の
心

得
）

で
有

名
。

外
　

　
国

小
野

妹
子

を
遣

隋
使

遣
隋

使
遣

隋
使

遣
隋

使
と

し
て

派
遣

。

6
4

5
ポ

イ
ン

ト
大

化
の

改
新

を
始

め
る

。
天

皇
中

心
の

国
づ

く
り

を
目

指
す

。

大
化
の
改
新

む
（

６
）

し
（

４
）

ご
（

５
）

ろ
し

蘇
我

の
一

族
蒸蒸蒸 蒸

ししし し
殺殺殺 殺

ししし し
。

　
　

　
　

　
口

分
田

を
与

え
て

税
を

と
る

班
田

収
授

班
田

収
授

班
田

収
授

班
田

収
授

ののの の
法法法 法

が
お

こ
な

わ
れ

る
。

中
心

人
物

中
大

兄
皇

子
（

天
智

天
皇

）
と

中
臣

鎌
足

大
宝
律
令

な
あ

（
７

）
お

（
０

）
い

（
１

）
な

あ
な

あ
な

あ
な

あ
、、、 、

お
い

お
い

お
い

お
い

、、、 、
で

き
た

か
律

令
は

？

6
7

2
ポ

イ
ン

ト
天

智
天

皇
の

後
継

ぎ
争

い
。

天
武

天
皇

が
後

を
継

ぐ
。

壬
申
の
乱

む
り

（
６

）
な

（
７

）
ふ

（
２

）
む

り
な

ふ
む

り
な

ふ
む

り
な

ふ
む

り
な

ふ
た

り
の

壬
申

の
乱

ポ
イ

ン
ト

大
化

の
改

新
を

ま
と

め
た

も
の

2
3

9
ポ

イ
ン

ト
『

魏
志

』
の

倭
人

伝
に

記
録

あ
り

。
邪

馬
台

国
の

女
王

。

　
　

　
　

　
弥

生
時

代
は

、
稲

作
が

伝
来

。
高

床
式

倉
庫

で
保

存
。

5
9

3
聖

徳
太

子
は

国
産

国
産

国
産

国
産

7
0

1

7
1

0
平
城
京

な
ん

（
７

）
と

（
１

０
）

な
ん

と
な

ん
と

な
ん

と
な

ん
と

立
派

な
平

城
京

だ
。

ポ
イ

ン
ト

中
国

の
唐

の
都

長
安

を
参

考
に

し
た

も
の

。

　
　

　
　

　
こ

こ
か

ら
奈

良
時

代
。

奈
良

時
代

は
聖

武
天

皇
の

天
平

文
化

が
栄

え
る

。

外
　

　
国

8
世

紀
の

世
界

は
よ

く
出

る
。

（
フ

ラ
ン

ク
王

国
～

イ
ス

ラ
ム

帝
国

～
唐

～
奈

良
）

ポ
イ

ン
ト

奈
良

時
代

の
農

民
は

「
逃

げ
る

」
の

だ
。

す
る

と
、

口
分

田
が

不
足

す
る

の
で

困
る

。
税

も
な

い
。

　
　

　
　

　
そ

こ
で

、
代

々
同

じ
土

地
を

使
わ

せ
る

こ
と

に
す

る
。

こ
の

こ
と

に
よ

り
私

有
地

荘
園

荘
園

荘
園

荘
園

が
発

生
。

7
4

3

7
9

4
平
安
京

な
（

７
）

く
（

９
）

よ
（

４
）

な
く

よ
な

く
よ

な
く

よ
な

く
よ

ウ
グ

イ
ス

平
安

京

ポ
イ

ン
ト

仏
教

勢
力

の
排

除
と

律
令

政
治

律
令

政
治

律
令

政
治

律
令

政
治

ののの の
建建建 建

ててて て
直直直 直

ししし し
の

た
め

に
都

を
移

転
。

活
躍

し
た

の
は

桓
武

天
皇

。

　
　

　
　

　
～

最
初

は
天

皇
頑

張
り

ま
し

た
～

　
　

　
　

　
坂

上
田

村
麻

呂
を

征
夷

大
将

軍
に

任
命

し
て

東
北

を
支

配

　
　

　
　

　
唐

か
ら

帰
国

で
天天天 天

台
宗

の
最最最 最

澄
、

真真真 真
言

宗
の

空空空 空
海

が
現

れ
る

。
（

天
才

天
才

天
才

天
才

が
発

明
し

た
真

空
真

空
真

空
真

空
管

）

卑
弥
呼
魏
に
使
い

ふ
（

２
）

さ
（

３
）

く
（

９
）

卑
弥

呼
さ

ん
不

作
不

作
不

作
不

作
を

よ
そ

に
魏

に
使

い
。

聖
徳
太
子
摂
政

こ
（

５
）

く
（

９
）

さ
ん

（
３

）

墾
田
永
年
私
財
法

な
（

７
）

し
（

４
）

さ
（

３
）

も
う

口
分

田
を

と
ら

れ
る

心
配

な
し

さ
な

し
さ

な
し

さ
な

し
さ

N
O

2

ポ
イ

ン
ト

関
東

で
平

将
門

　
瀬

戸
内

海
で

藤
原

純
友

が
反

乱
。

反
乱

を
し

ず
め

る
た

め
に

武
士

が
活

躍
。

ポ
イ

ン
ト

こ
の

年
、

道
長

が
摂

政
に

な
る

。
翌

年
は

頼
通

。

8
9

4
遣
唐
使
を
廃
止

は
（

８
）

く
（

９
）

し
（

４
）

白
紙

白
紙

白
紙

白
紙

に
も

ど
し

た
遣

唐
使

ポ
イ

ン
ト

菅
原

道
真

菅
原

道
真

菅
原

道
真

菅
原

道
真

の
意

見
で

遣
唐

使
を

廃
止

す
る

。

影
　

　
響

唐
の

文
化

を
消

化
し

た
、

日
本

独
自

の
文

化
が

栄
え

る
よ

う
に

な
る

。

　
　

　
　

　
か

な
文

字
で

清
少

納
言

『
枕

草
子

』
や

紫
式

部
『

源
氏

物
語

』
、

浄
土

信
仰

の
『

寝
殿

造
り

』

1
0

1
6
藤
原
氏
全
盛

と
お

（
１

０
）

い
（

１
）

む
（

６
）

藤
原

の
栄

華
は

遠遠遠 遠
いいい い

昔昔昔 昔
だ

。

9
3

5

　
　

　
　

　
東

北
で

も
前

九
年

の
役

・
後

三
年

の
役

が
発

生
。

平
将
門
の
乱

く
（

９
）

さ
（

３
）

ご
（

５
）

地
方

で
の

い
く

さ
ご

め
ん

く
さ

ご
め

ん
く

さ
ご

め
ん

く
さ

ご
め

ん
だ

め
ん

ど
く

さ
い

道
長

～
「

こ
の

世
を

ば
　

我
が

世
と

ぞ
思

ふ
望

月
の

　
か

け
た

る
こ

と
も

な
し

と
思

へ
ば

」

頼
通

～
 平

等
院

鳳
凰

堂

1
0

8
6
白
河
上
皇
院
政

ひ
と

（
１

）
は

（
０

）
は

（
８

）
む

（
６

）
人人人 人

は
は

む
は

は
む

は
は

む
は

は
む

か
え

な
い

院
政

開
始

。

ポ
イ

ン
ト

藤
原

氏
と

の
関

係
が

弱
ま

っ
た

時
に

、
後

継
ぎ

を
藤

原
氏

と
無

関
係

な
者

に
し

、
自

分
は

さ
ら

に

　
　

　
　

　
上

の
上

皇
と

い
う

位
で

政
治

。
政

治
を

し
た

場
所

が
「

院
」

な
の

で
、

院
政

と
い

う
。

外
　

　
国

１
０

９
６

年
十

字
軍

の
遠

征
開

始
。

1
1

5
6

保
元
の
乱

い
（

１
）

い
（

１
）

こ
（

５
）

ろ
（

６
）

そ
ろ

そ
ろ

天
皇

が
政

治
を

し
て

も
い

い
こ

ろ
い

い
こ

ろ
い

い
こ

ろ
い

い
こ

ろ
だ

。

ポ
イ

ン
ト

天
皇

（
平

氏
）

と
上

皇
（

源
氏

）
が

対
立

。
平

氏
を

味
方

に
し

た
天

皇
勝

利
！

　
　

　
　

　
平

治
の

乱
は

武
士

同
士

、
平

氏
と

源
氏

の
争

い
。

平
氏

が
勝

っ
て

実
権

握
る

。

僧
兵

の
出

現
。

朝
廷

に
お

し
か

け
る

の
で

ま
す

ま
す

武
士

が
活

躍
。

1
1

8
5
壇
ノ
浦
の
戦
い

い
（

１
）

い
（

１
）

や
（

８
）

こ
（

５
）

た
す

け
て

～
！

い
い

や
い

い
や

い
い

や
い

い
や

殺殺殺 殺
す

。

ポ
イ

ン
ト

平
清

盛
は

武
士

で
初

の
太

政
大

臣
に

。
し

か
し

、
貴

族
と

変
わ

ら
ぬ

政
治

の
た

め
失

脚
。

　
　

　
　

　
清

盛
の

や
っ

た
こ

と
。

日
宋

貿
易

（
大

輪
田

泊
～

現
神

戸
神

戸
神

戸
神

戸
）

　
　

　
　

　
源

氏
は

壇
ノ

浦
（

山
口

県
）

で
平

氏
を

滅
ぼ

す
。

源
頼

朝
は

活
躍

し
た

弟
、

義
経

も
殺

す
。

1
1

9
2
鎌
倉
幕
府
成
立

い
（

１
）

い
（

１
）

く
（

９
）

に
（

２
）

い
い

く
に

い
い

く
に

い
い

く
に

い
い

く
に

つ
く

ろ
う

鎌
倉

幕
府

。

ポ
イ

ン
ト

源
頼

朝
源

頼
朝

源
頼

朝
源

頼
朝

が
征

夷
大

将
軍

に
任

命
さ

れ
て

、
鎌

倉
（

神
奈

川
県

）
に

幕
府

を
ひ

ら
く

。

　
　

　
　

　
国

ご
と

に
守

護
（

警
察

の
は

た
ら

き
）

や
地

頭
（

年
貢

の
取

り
立

て
）

を
配

置
。

1
2

2
1

承
久
の
乱

そ
の

ま
ん

ま
覚

え
て

ポ
イ

ン
ト

執
権

北
条

義
時

義
時

義
時

義
時

・
北

条
政

子
V

S
後

鳥
羽

上
皇

　
　

　
　

　
上

皇
も

よ
し

と
き

よ
し

と
き

よ
し

と
き

よ
し

と
き

ゃ
よ

か
っ

た
の

に
。

1
2

3
2
御
成
敗
式
目

い
ち

（
１

）
に

ち
（

２
）

さ
ん

（
３

）
つ

う
（

２
）

一
日

一
日

一
日

一
日

３３３ ３
通通通 通

御
成

敗

ポ
イ

ン
ト

鎌
倉

時
代

は
土

地
を

仲
立

ち
と

し
た

主
従

関
係

。
土

地
に

関
す

る
問

題
は

重
要

。

　
　

　
　

　
裁

判
の

基
準

を
あ

ら
わ

し
、

後
の

武
家

政
治

の
模

範
と

な
っ

た
。

　
　

　
　

　
決

め
た

の
は

北
条

泰
時

。



N
O

3

1
2

7
4

元
　
寇

ひ
と

（
１

）
ふ

（
２

）
な

（
７

）
よ

（
４

）
人人人 人

、、、 、
船

酔
船

酔
船

酔
船

酔
いいい い

ひ
ど

く
元

敗
北

ポ
イ

ン
ト

元
の

大
軍

が
、

福
岡

県
に

攻
め

て
き

た
。

２
回

目
は

嵐
で

負
け

た
と

、

　
　

　
　

　
ひ

と
（

１
）

に
（

２
）

は
（

８
）

い
（

１
）

い
わ

け
。

元
の

ボ
ス

＝
フ

ビ
ラ

イ
V

S
鎌

倉
幕

府
の

ボ
ス

＝
北

条
時

宗

　
　

　
　

　
影

響
＝

御
家

人
に

御
恩

の
土

地
を

与
え

ら
れ

な
か

っ
た

の
で

倒
幕

が
は

や
ま

っ
た

。

1
2

9
7

徳
政
令

ひ
と

（
１

）
に

（
２

）
く

（
９

）
な

ん
（

７
）

を
人人人 人

ににに に
苦

難
苦

難
苦

難
苦

難
を

な
く

し
て

あ
げ

る

ポ
イ

ン
ト

御
家

人
は

元
寇

で
借

金
を

し
た

の
で

そ
の

借
金

を
帳

消
し

に
さ

せ
る

命
令

。

　
　

　
　

　
結

果
的

に
幕

府
は

信
用

を
失

う
上

に
、

御
家

人
は

も
う

借
金

が
で

き
な

い
の

で
苦

し
く

な
っ

た
。

1
3

3
3
鎌
倉
幕
府
滅
亡

い
（

１
）

ざ
（

３
）

さ
（

３
）

さ
ん

（
３

）
鎌

倉
の

幕
府

の
と

ど
め

を
い

ざ
い

ざ
い

ざ
い

ざ
、、、 、

さ
さ

ん
さ

さ
ん

さ
さ

ん
さ

さ
ん

！

ポ
イ

ン
ト

足
利

尊
氏

と
後

醍
醐

天
皇

が
倒

す
。

１
３

３
４

年
か

ら
２

年
間

後
醍

醐
天

皇
が

建
武

の
新

政

　
　

建
武

の
新

政
～

公
家

中
心

公
家

中
心

公
家

中
心

公
家

中
心

ででで で
武

士
武

士
武

士
武

士
ののの の

反
感

反
感

反
感

反
感

を
か

っ
た

を
か

っ
た

を
か

っ
た

を
か

っ
た

た
め

２
年

で
失

敗
。

後
醍

醐
は

吉
野

（
奈

良
）

へ

外
　

　
国

ダ
ン

テ
が

イ
タ

リ
ア

語
で

『
神

曲
』

を
表

し
、

ル
ネ

サ
ン

ス
の

時
代

へ

1
3

3
8

室
町
幕
府
成
立

い
（

１
）

さ
ん

（
３

）
で

み
（

３
）

や
（

８
）

尊
氏

さ
ん

、
勇勇勇 勇

ん
で

み
や

ん
で

み
や

ん
で

み
や

ん
で

み
や

こ
に

の
ぼ

り
ま

す
。

ポ
イ

ン
ト

足
利

尊
氏

が
征

夷
大

将
軍

に
な

る
。

３
代

将
軍

義
満

が
京

都
の

室
町

で
政

治
を

し
た

。

1
4

0
4

勘
合
貿
易

ひ
と

（
１

）
し

（
４

）
れ

（
０

）
よ

（
４

）
勘

合
符

の
意

味
を

人
知

人
知

人
知

人
知

れ
よ

れ
よ

れ
よ

れ
よ

！

ポ
イ

ン
ト

記
述

～
倭

寇
と

い
う

海
ぞ

く
と

、
貿

易
船

を
区

別
す

る
た

め
に

勘
合

と
い

う
合

札
を

用
い

た
。

　
　

　
　

　
日

本
か

ら
～

刀
・

銅
　

　
明

か
ら

～
銅

銭

1
4

2
8

正
長
の
土
一
揆

ひ
と

（
１

）
よ

（
４

）
に

（
２

）
は

（
８

）
一

夜
一

夜
一

夜
一

夜
に

は
に

は
に

は
に

は
び

こ
る

正
長

の
土

一
揆

ポ
イ

ン
ト

室
町

時
代

の
K

E
Y

　
W

O
R

D
は

自
治

組
織

の
「

惣
」

「
寄

合
」

「
土

一
揆

」

　
　

　
　

　
こ

れ
に

続
い

て
、

山
城

（
京

都
府

）
の

国
一

揆
や

加
賀

（
石

川
県

）
の

一
向

一
揆

が
お

こ
る

。

1
4

6
7

応
仁
の
乱

ひ
と

（
１

）
の

し
（

４
）

む
（

６
）

な
（

７
）

人人人 人
ののの の

死死死 死
む

な
む

な
む

な
む

な
し

い
応

仁
の

乱

ポ
イ

ン
ト

８
代

将
軍

足
利

義
政

（
銀

閣
を

建
て

た
人

）
の

後
継

ぎ
争

い

　
　

　
　

　
以

後
１

０
０

年
の

戦
国

時
代

と
な

り
、

下
剋

上
下

剋
上

下
剋

上
下

剋
上

の
風

潮
が

高
ま

る
。

1
5

4
3

鉄
砲
伝
来

い
（

１
）

ご
（

５
）

よ
（

４
）

さ
ん

（
３

）
以

後
予

算
以

後
予

算
以

後
予

算
以

後
予

算
は

鉄
砲

に
使

お
う

ポ
イ

ン
ト

こ
れ

を
う

ま
く

使
っ

た
の

は
織

田
信

長
で

す
。

（
１

５
７

５
年

長
篠

の
戦

い
）

　
　

　
　

　
種

子
島

種
子

島
種

子
島

種
子

島
に

ポ
ル

ト
ガ

ル
人

か
ら

伝
わ

っ
た

。

1
5

4
9

キ
リ
ス
ト
教
伝
来

い
（

１
）

ご
（

５
）

よ
（

４
）

く
（

９
）

以
後

以
後

以
後

以
後

よ
く

よ
く

よ
く

よ
く

広
が

る
キ

リ
ス

ト
教

ポ
イ

ン
ト

鹿
児

島
に

イ
エ

ズ
ス

会
（

カ
ト

リ
ッ

ク
）

の
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
＝

ザ
ビ

エ
ル

が
伝

え
る

　
　

　
　

　
外

　
　

国
ル

タ
ー

が
宗

教
改

革
（

１
５

１
７

）
を

行
い

、
負

け
た

カ
ト

リ
ッ

ク
が

世
界

へ
布

教
。

1
5

8
2
本
能
寺
の
変

い
ち

（
１

）
ご

（
５

）
パ

ン
（

８
）

ツ
（

２
）

信
長

は
い

ち
ご

パ
ン

ツ
い

ち
ご

パ
ン

ツ
い

ち
ご

パ
ン

ツ
い

ち
ご

パ
ン

ツ
で

寝
て

ま
し

た
。

ポ
イ

ン
ト

明
智

光
秀

に
本

能
寺

で
殺

さ
れ

る
。

こ
の

後
豊

臣
秀

吉
が

政
治

を
す

る
。

　
　

　
　

　
同

年
～

太
閤

検
地

を
行

う
。

（
検

地
帳

を
作

る
。

石
高

で
あ

ら
わ

し
た

。
）

1
5

8
8

刀
狩
令

い
（

１
）

ご
（

５
）

は
（

８
）

ば
（

８
）

武
士

が
以

後
以

後
以

後
以

後
は

ば
は

ば
は

ば
は

ば
き

か
す

社
会

に
な

る
。

ポ
イ

ン
ト

武
器

を
取

り
上

げ
一

揆
を

防
ぎ

農
民

農
民

農
民

農
民

ををを を
農

業
農

業
農

業
農

業
ににに に

専
念

専
念

専
念

専
念

さ
せ

る
よ

う
に

し
た

。

　
　

　
　

　
結

果
～

兵
農

分
離

兵
農

分
離

兵
農

分
離

兵
農

分
離

が
す

す
ん

だ
。

N
O

4

1
6

3
5

参
勤
交
代

い
ち

（
１

）
ろ

（
６

）
さ

ん
き

ん
（

３
）

こ
（

５
）

一
路

参
勤

交
一

路
参

勤
交

一
路

参
勤

交
一

路
参

勤
交

代
で

疲
れ

ま
す

1
8

2
5

外
国
船
打
払
令

い
っ

（
１

）
ぱ

（
８

）
つ

（
２

）
ご

（
５

）
一

発
一

発
一

発
一

発
ゴゴゴ ゴ

メ
ン

ね
打

払
い

ポ
イ

ン
ト

１
７

９
２

に
ラ

ク
ス

マ
ン

が
根

室
に

来
て

か
ら

欧
米

が
近

寄
っ

て
く

る
。

そ
れ

を
撃

退
す

る
。

　
　

　
　

　
バ

ン
バ

ン
バ

ン
バ

ン
バ

ン
バ

ン
バ

ン
バ

ン
打

っ
て

、
野

蛮蛮蛮 蛮
だ

と
言

っ
た

渡
辺

崋
山

と
高

野
長

英
は

処
刑

（
蛮蛮蛮 蛮

社
の

獄
）

1
6

0
0
関
ヶ
原
の
戦
い

そ
の

ま
ん

ま
覚

え
た

方
が

い
い

ね

ポ
イ

ン
ト

秀
吉

の
死

後
、

石
田

三
成

（
豊

臣
側

）
と

徳
川

家
康

が
戦

う

　
　

　
　

　
今

の
岐

阜
県

で
戦

う
。

３
年

後
（

１
６

０
３

）
江

戸
幕

府
成

立
。

外
　

　
国

イ
ン

ド
に

イ
ギ

リ
ス

の
東

イ
ン

ド
会

社
が

で
き

る

1
6

1
5
武
家
諸
法
度

ひ
（

１
）

ろ
う

（
６

）
い

（
１

）
ご

（
５

）
疲

労
以

後
疲

労
以

後
疲

労
以

後
疲

労
以

後
た

ま
る

武
家

諸
法

度

ポ
イ

ン
ト

大
名

武
士

の
守

る
決

ま
り

。

ポ
イ

ン
ト

朝
は

・
・

・
、

昼
は

・
・

・
、

晩
は

・
・

・
。

厳
し

い
決

ま
り

。

　
　

　
　

　
五

人
組

五
人

組
五

人
組

五
人

組
で

連
帯

責
任

。
記

述
～

農
民

に
確

実
に

年
貢

を
納

め
さ

せ
る

た
め

。

ポ
イ

ン
ト

徳
川

家
光

が
付

け
加

え
る

。

　
　

　
　

　
記

述
～

一
年

お
き

に
江

戸
と

領
地

を
往

復
し

、
大

名
大

名
大

名
大

名
ににに に

力力力 力
を

つ
け

さ
せ

な
い

を
つ

け
さ

せ
な

い
を

つ
け

さ
せ

な
い

を
つ

け
さ

せ
な

い
よ

う
に

す
る

。

1
6

4
9
慶
安
の
御
触
書

イ
チ

（
１

）
ロ

ー
（

６
）

よ
（

４
）

く
（

９
）

イ
チ

ロ
ー

よ
く

イ
チ

ロ
ー

よ
く

イ
チ

ロ
ー

よ
く

イ
チ

ロ
ー

よ
く

聞
け

慶
安

の
御

触
書

1
6

3
7
島
原
・
天
草
一
揆

ひ
と

（
１

）
む

（
６

）
ざ

ん
（

３
）

な
（

７
）

人
無

惨
人

無
惨

人
無

惨
人

無
惨

ななな な
り

島
原

・
天

草
一

揆

ポ
イ

ン
ト

キ
リ

ス
ト

教
は

み
な

平
等

。
封

建
制

度
に

会
わ

な
い

の
で

禁
止

。

　
　

　
　

　
踏

絵
踏

絵
踏

絵
踏

絵
で

信
者

発
見

し
、

寺
請

制
度

で
み

ん
な

仏
教

の
信

者
に

し
た

の
。

（
宗

門
人

別
改

帳
）

1
6

3
9

鎖
国
完
成

ひ
（

１
）

ろ
（

６
）

さ
（

３
）

く
（

９
）

外
国

と
広広広 広

さ
く

さ
く

さ
く

さ
く

ら
べ

ら
れ

な
い

鎖
国

完
成

ポ
イ

ン
ト

ポ
ル

ト
ガ

ル
船

の
来

航
を

禁
止

。
オ

ラ
ン

ダ
と

オ
ラ

ン
ダ

と
オ

ラ
ン

ダ
と

オ
ラ

ン
ダ

と
中

国
中

国
中

国
中

国
の

み
長

崎
の

出
島

で
貿

易
。

外
　

　
国

イ
ギ

リ
ス

で
清

教
徒

革
命

（
１

６
４

２
）

が
お

こ
る

。
ク

ロ
ム

ウ
ェ

ル
が

リ
ー

ダ
ー

1
6

8
7
生
類
憐
み
の
令

ポ
イ

ン
ト

徳
川

綱
吉

の
政

治
。

貨
幣

の
質

を
下

げ
る

。
物

価
上

昇
で

世
の

中
混

乱
。

1
7

1
6
享
保
の
改
革

ひ
（

１
）

な
ん

（
７

）
い

（
１

）
ろ

（
６

）
非

難
非

難
非

難
非

難
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
い

ろ
で

も
成

功

ポ
イ

ン
ト

K
E

Y
～

８
代

将
軍

徳
川

吉
宗

中
心

。
公

事
方

御
定

書
・

目
安

箱
・

新
田

開
発

が
K

E
Y

1
7

7
2

田
沼
意
次

ひ
（

１
）

な
ん

（
７

）
な

（
７

）
に

（
２

）
ワ

イ
ロ

で
の

、
非

難
非

難
非

難
非

難
な

に
な

に
な

に
な

に
も

気
に

し
な

い

ポ
イ

ン
ト

K
E

Y
～

株
仲

間
の

奨
励

外
　

　
国

１
７

７
５

～
ア

メ
リ

カ
の

独
立

戦
争

（
ワ

シ
ン

ト
ン

頑
張

る
）

外
　

　
国

１
７

８
９

～
フ

ラ
ン

ス
革

命
（

人
権

宣
言

出
さ

れ
る

）

1
7

8
7
寛
政
の
改
革

ひ
（

１
）

な
ん

（
７

）
は

（
８

）
な

（
７

）
非

難
花

非
難

花
非

難
花

非
難

花
さ

く
寛

政
の

改
革

ポ
イ

ン
ト

K
E

Y
～

松
平

定
信

中
心

。
朱

子
学

以
外

は
だ

め
（

寛
政

異
学

の
禁

）

外
　

　
国

１
６

８
８

年
名

誉
革

命
～

翌
年

『
権

利
の

章
典

』

い
ち

（
１

）
ろ

ー
（

６
）

は
（

８
）

な
（

７
）

犬
に

イ
チ

ロ
ー

イ
チ

ロ
ー

イ
チ

ロ
ー

イ
チ

ロ
ー

鼻鼻鼻 鼻
を

か
ま

れ
た

の



N
O

5

ポ
イ

ン
ト

伊
藤

博
文

が
ド

イ
ツ

（
プ

ロ
シ

ア
）

で
勉

強
。

君
主

権
が

強
い

憲
法

だ
か

ら
。

　
　

　
　

　
つ

い
で

に
、

初
代

内
閣

総
理

大
臣

も
経

験
。

1
8

8
9
大
日
本
帝
国
憲
法

い
ち

（
１

）
は

（
８

）
や

（
８

）
く

（
９

）
ア

ジ
ア

で
い

ち
は

や
く

い
ち

は
や

く
い

ち
は

や
く

い
ち

は
や

く
で

き
た

大
日

本
帝

国
憲

法

ポ
イ

ン
ト

藩
閥

政
治

に
武

力
で

反
抗

。
西

郷
隆

盛
死

す
。

　
　

　
　

　
武

士
の

特
権

が
な

く
な

る
。

徴
兵

令
や

四
民

平
等

。
征

韓
論

に
も

負
け

て
爆

発
！

1
8

7
7

西
南
戦
争

い
っ

（
１

）
ぱ

（
８

）
な

（
７

）
な

（
７

）
西

郷
の

一
派

一
派

一
派

一
派

な
な

な
な

な
な

な
な

ん
と

西
南

戦
争

ポ
イ

ン
ト

板
垣

退
助

が
藩

閥
政

治
を

批
判

し
て

、
国

会
を

作
る

こ
と

を
要

求
し

た
。

　
　

　
　

　
立

志
社

（
土

佐
）

→
自

由
民

権
運

動
が

さ
か

ん
→

国
会

期
成

同
盟

→
１

０
年

後
に

国
会

板
垣

退
助

～
自

由
党

　
　

大
隈

重
信

～
立

憲
改

進
党

　
　

　
　

　
こ

の
こ

ろ
、

殖
産

興
業

で
富

岡
製

糸
場

つ
く

る
（

群
馬

県
）

1
8

7
4

ポ
イ

ン
ト

地
租

改
正

～
土

地
所

有
者

に
、

地
価

の
３

％
を

地
租

と
し

て
現

金
で

納
め

さ
せ

た
。

　
　

　
　

　
政

府
～

安
定

し
た

収
入

を
得

る
た

め
。

　
農

民
～

生
活

が
苦

し
く

な
っ

た
。

　

徴
兵

令
～

２
０

歳
以

上
の

男
子

嫌嫌嫌 嫌
ななな な

世世世 世
直

そ
う

民
撰

議
院

設
立

の
建

白
書

い
（

１
）

や
（

８
）

な
（

７
）

よ
（

４
）

民
撰
議
院
設
立
の
建
白
書

1
8

7
3

地
租
改
正

い
（

１
）

や
（

８
）

な
（

７
）

３
％

（
３

）
い

や
な

い
や

な
い

や
な

い
や

な
３３３ ３

％
の

地
租

改
正

ポ
イ

ン
ト

藩
を

廃
止

し
、

そ
の

代
わ

り
に

県
を

置
く

。
県

に
は

中
央

か
ら

知
事

を
派

遣
。

1
8

7
1

廃
藩
置
県

い
（

１
）

わ
（

８
）

な
（

７
）

い
（

１
）

も
う

藩
と

は
い

わ
な

い
い

わ
な

い
い

わ
な

い
い

わ
な

い
廃

藩
置

県

ポ
イ

ン
ト

す
べ

て
の

土
地

（
版

）
と

人
民

（
籍

）
を

天
皇

へ
返

し
た

。

1
8

6
9

版
籍
奉
還

ひ
と

（
１

）
は

（
８

）
む

（
６

）
く

（
９

）
人人人 人

は
む

く
は

む
く

は
む

く
は

む
く

れ
る

版
籍

奉
還

ポ
イ

ン
ト

１
５

代
将

軍
徳

川
慶

喜
徳

川
慶

喜
徳

川
慶

喜
徳

川
慶

喜
が

政
権

を
返

す
。

　
　

　
　

　
薩

摩
・

長
州

が
薩

長
同

盟
。

坂
本

竜
馬

の
仲

立
ち

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

下
田

→
神

奈
川

・
新

潟
・

長
崎

・
兵

庫
・

函
館

を
開

港

1
8

6
7

大
政
奉
還

い
（

１
）

や
（

８
）

む
（

６
）

な
（

７
）

い
や

む
な

い
や

む
な

い
や

む
な

い
や

む
な

し
い

な
大

政
奉

還

ポ
イ

ン
ト

井
伊

直
弼

と
ハ

リ
ス

が
結

ぶ

　
　

　
　

　
不

平
等

条
約

　
①

関
税

自
主

権
が

な
い

～
輸

入
品

に
自

由
に

税
金

を
か

け
ら

れ
な

い

　
　

　
　

　
　

②
治

外
法

権
を

認
め

た
～

日
本

人
が

外
国

人
を

裁
判

で
き

な
い

ポ
イ

ン
ト

ペ
リ

ー
が

浦
賀

に
や

っ
て

く
る

。
翌

年
日

米
和

親
条

約
を

結
ぶ

。

　
　

　
　

　
日

米
和

親
条

約
～

下
田

と
函

館
を

開
港

　
ア

メ
リ

カ
領

事
館

を
下

田
に

置
く

。

1
8

5
8
日
米
修
好
通
商
条
約

い
ち

（
１

）
ば

ん
（

８
）

こ
（

５
）

わ
（

８
）

い
ち

ば
ん

こ
わ

い
ち

ば
ん

こ
わ

い
ち

ば
ん

こ
わ

い
ち

ば
ん

こ
わ

い
通

商
条

約

1
8

5
3
ペ
リ
ー
来
航

い
（

１
）

や
（

８
）

ご
（

５
）

さ
ん

（
３

）
こ

こ
ま

で
来

る
と

は
い

や
い

や
い

や
い

や
誤

算
誤

算
誤

算
誤

算

K
E

Y
～

水
野

忠
邦

が
中

心
。

株
仲

間
株

仲
間

株
仲

間
株

仲
間

ののの の
解

散
解

散
解

散
解

散

外
　

　
国

１
８

４
０

～
ア

ヘ
ン

戦
争

が
起

こ
る

（
南

京
条

約
で

イ
ギ

リ
ス

が
ホ

ン
コ

ン
G

E
T

）

ポ
イ

ン
ト

幕
府

は
ビ

ッ
ク

リ
～

元
幕

府
の

役
人

だ
か

ら

1
8

4
1
天
保
の
改
革

は
じ

め
（

１
）

は
（

８
）

よ
（

４
）

い
（

１
）

は
じ

め
は

よ
い

は
じ

め
は

よ
い

は
じ

め
は

よ
い

は
じ

め
は

よ
い

天
保

の
改

革

ポ
イ

ン
ト

1
8

3
7
大
塩
平
八
郎
の
乱

い
（

１
）

や
（

８
）

み
ん

（
３

）
な

（
７

）
い

や
い

や
い

や
い

や
、、、 、

み
ん

な
み

ん
な

み
ん

な
み

ん
な

で
反

乱
し

よ
う

ぜ
頑

張
っ

て

N
O

6

　
　

　
　

　
③

　
武

力
で

制
裁

で
き

な
い

ポ
イ

ン
ト

ウ
イ

ル
ソ

ン
大

統
領

の
提

案
で

成
立

　
　

　
　

　
①

　
大

国
の

不
参

加
～

ア
メ

リ
カ

は
議

会
が

反
対

し
た

た
め

 ②
　

全
会

一
致

の
議

決
法

1
9

2
0

国
際
連
盟

ひ
と

（
１

）
く

（
９

）
に

（
２

）
ま

る
（

０
）

人
国

丸
人

国
丸

人
国

丸
人

国
丸

くくく く
て

け
ん

か
し

な
い

ポ
イ

ン
ト

ア
メ

リ
カ

の
参

戦
で

終
戦

。
フ

ラ
ン

ス
の

パ
リ

で
条

約
を

結
ぶ

。

　
　

　
　

　
ウ

イ
ル

ソ
ン

大
統

領
が

、
民

族
自

決
を

訴
え

る
。

ガ
ン

ジ
ー

の
非

暴
力

・
不

服
従

　
　

朝
鮮

の
三

・
一

独
立

運
動

　
　

中
国

の
五

・
四

運
動

1
9

1
9
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約

い
（

１
）

く
（

９
）

い
（

１
）

く
（

９
）

い
く

い
く

い
く

い
く

い
く

い
く

い
く

い
く

パ
リ

へ
ベ

ル
サ

イ
ユ

ポ
イ

ン
ト

シ
ベ

リ
ア

へ
米

を
持

っ
て

い
っ

た
の

で
、

国
内

で
物

価
上

昇
。

富
山

県
の

主
婦

キ
レ

た
。

関
連

事
項

国
民

の
怒

り
を

抑
え

る
た

め
に

、
本

格
的

政
党

内
閣

（
原

敬
）

が
誕

生
し

た
。

1
9

1
8

米
騒
動

い
（

１
）

く
（

９
）

ひ
と

（
１

）
は

（
８

）
い

く
ひ

と
は

い
く

ひ
と

は
い

く
ひ

と
は

い
く

ひ
と

は
み

な
主

婦
な

ん
で

す

ポ
イ

ン
ト

レ
ー

ニ
ン

が
中

心
に

革
命

を
起

す
。

各
国

が
抑

え
る

た
め

出
兵

。
日

本
も

シ
ベ

リ
ア

出
兵

。

1
9

1
7
ロ
シ
ア
革
命

と
（

１
）

く
（

９
）

い
（

１
）

な
（

７
）

レ
ー

ニ
ン

の
と

く
い

な
と

く
い

な
と

く
い

な
と

く
い

な
社

会
主

義

ポ
イ

ン
ト

日
本

は
日

英
同

盟
を

理
由

に
三

国
協

商
に

つ
い

て
参

戦
。

　
　

　
　

　
中

国
に

あ
る

ド
イ

ツ
植

民
地

を
G

E
T

＝
２

１
か

条
の

要
求

三
国

協
商

（
英

・
仏

・
露

）
V

S
三

国
同

盟
（

独
・

伊
・

オ
ー

ス
ト

リ
ア

）

1
9

1
4
第
一
次
世
界
大
戦

い
（

１
）

く
（

９
）

い
（

１
）

し
（

４
）

日
本

の
行行行 行

くくく く
意

志
意

志
意

志
意

志
強

く
第

一
次

世
界

大
戦

ポ
イ

ン
ト

関
税

自
主

権
を

回
復

外
　

　
国

中
国

で
辛

亥
革

命
が

お
こ

る
。

孫
文

が
中

華
民

国
を

建
国

。

ポ
イ

ン
ト

じ
ゃ

ま
も

の
は

い
な

く
な

っ
た

の
で

、
韓

国
を

植
民

地
に

し
た

。

1
9

1
1
関
税
自
主
権
回
復

い
（

１
）

く
（

９
）

ひ
と

（
１

）
ひ

と
り

（
１

）
関

税
を

取
り

戻
す

た
め

、
行行行 行

くくく く
人

一
人

人
一

人
人

一
人

人
一

人
小

村
寿

太
郎

1
9

1
0

韓
国
併
合

と
（

１
）

く
（

９
）

べ
つ

、
い

（
１

）
れ

い
（

０
）

日
本

の
政

府
。

特
別

異
例

特
別

異
例

特
別

異
例

特
別

異
例

な
こ

と
ば

か
り

。

ポ
イ

ン
ト

義
和

団
事

件
の

あ
と

も
南

下
を

続
け

る
ロ

シ
ア

に
対

抗
。

　
　

　
　

　
ア

メ
リ

カ
の

仲
介

で
終

戦
。

ポ
ー

ツ
マ

ス
条

約
で

南
を

G
E

T
！

南南南 南
満

州
鉄

道
・

南南南 南
樺

太
・

リ
ヤ

オ
ト

ン
半

島
南南南 南

部

1
9

0
4

日
露
戦
争

い
（

１
）

く
（

９
）

わ
（

０
）

よ
（

４
）

そ
ろ

そ
ろ

い
く

わ
よ

い
く

わ
よ

い
く

わ
よ

い
く

わ
よ

日
露

戦
争

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
リ

ヤ
オ

ト
ン

半
島

を
返

し
な

さ
い

＝
三

国
干

渉
（

独
・

露
・

仏
）

ロ
シ

ア
に

対
抗

す
る

た
め

に
イ

ギ
リ

ス
と

同
盟

。

1
9

0
2

日
英
同
盟

ひ
（

１
）

ぐ
（

９
）

れ
（

０
）

に
（

２
）

日
暮

日
暮

日
暮

日
暮

れ
に

れ
に

れ
に

れ
に

結
ん

だ
日

英
同

盟

ポ
イ

ン
ト

朝
鮮

半
島

を
め

ぐ
り

、
清

と
対

立
。

朝
鮮

半
島

の
甲

午
農

民
戦

争
を

抑
え

に
両

軍
出

兵

　
　

　
　

　
日

本
の

勝
利

。
下

関
条

約
～

１
、

朝
鮮

の
独

立
　

２
、

３
億

円
（

八
幡

製
鉄

所
）

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

、
台

湾
・

ポ
ン

フ
ー

諸
島

・
リ

ヤ
オ

ト
ン

半
島

を
G

E
T

1
8

9
4

日
清
戦
争

ひ
と

つ
（

１
）

や
（

８
）

く
（

９
）

し
（

４
）

帝
国

主
義

へ
ひ

と
つ

や
く

し
ひ

と
つ

や
く

し
ひ

と
つ

や
く

し
ひ

と
つ

や
く

し
ん

　
　

　
　

　
治

外
法

権
の

撤
廃

～
陸

奥
宗

光
が

ん
ば

る



朝
鮮

戦
争

の
翌

年

と
お

（
１

）
く

（
９

）
に

（
２

）
ご

（
５

）
普

選
の

意
義

も
遠遠遠 遠

く
に

ご
く

に
ご

く
に

ご
く

に
ご

め
ん

治
安

維
持

法

ポ
イ

ン
ト

1
9

5
1

　
　

　
　

　
こ

の
後

連
合

国
軍

総
司

令
部

（
G

H
Q

)の
マ

ッ
カ

ー
サ

ー
が

や
っ

て
く

る

ポ
イ

ン
ト

日
本

独
立

。
同

時
に

日
米

安
全

保
障

条
約

日
米

安
全

保
障

条
約

日
米

安
全

保
障

条
約

日
米

安
全

保
障

条
約

を
結

ア
メ

リ
カ

軍
の

基
地

残
る

。

世
界

の
非

難
を

う
け

て
～

国
際

連
盟

脱
退

1
9

2
5

治
安
維
持
法

関
東

地
方

を
中

心
に

大
地

震
が

起
き

た

　
　

　
　

　
そ

の
他

政
府

の
重

役
も

暗
殺

～
二

・
二

六
事

件

ポ
イ

ン
ト

北
京

郊
外

で
衝

突

　
　

　
　

　
意

外
と

手
ご

わ
い

の
で

、
翌

年
～

国
家

総
動

員
法

日
中
平
和
友
好
条
約

い
（

１
）

く
（

９
）

な
（

７
）

は
（

８
）

も
う

、
侵

略
に

行行行 行
く

な
く

な
く

な
く

な
腹腹腹 腹

立
つ

平
和

条
約

ポ
イ

ン
ト

１
９

７
２

年
の

日
中

共
同

声
明

で
国

交
を

回
復

（
沖

縄
返

還
沖

縄
返

還
沖

縄
返

還
沖

縄
返

還
の

年
）

　
　

　
　

　
さ

ら
に

、
平

和
と

友
好

を
誓

っ
て

日
中

平
和

友
好

条
約

を
結

ぶ
。

1
9

7
8

ポ
イ

ン
ト

日
ソ

共
同

宣
言

で
国

交
を

回
復

し
た

　
　

　
　

　
そ

の
結

果
、

国
際

連
合

国
際

連
合

国
際

連
合

国
際

連
合

へへへ へ
加

盟
加

盟
加

盟
加

盟
す

る
こ

と
に

な
る

1
9

5
6
日
ソ
共
同
宣
言

い
（

１
）

く
（

９
）

こ
（

５
）

ろ
（

６
）

そ
ろ

そ
ろ

、
ソ

連
に

い
く

こ
ろ

い
く

こ
ろ

い
く

こ
ろ

い
く

こ
ろ

だ

ポ
イ

ン
ト

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の
バ

ン
ド

ン
で

開
か

れ
た

1
9

5
5

ア
ジ
ア
=
ア
フ
リ
カ
会
議

い
（

１
）

く
（

９
）

ご
（

５
）

ご
（

５
）

ア
ジ

ア
・

ア
フ

リ
カ

へ
行行行 行

くくく く
午

後
午

後
午

後
午

後
の

紅
茶

ポ
イ

ン
ト

冷
た

い
戦

争
が

熱
い

戦
争

に
。

北
緯

北
緯

北
緯

北
緯

３
８

３
８

３
８

３
８

度
線

度
線

度
線

度
線

で
南

北
に

分
か

れ
た

　
　

　
　

　
日

本
は

米
軍

に
物

を
売

り
、

高
度

経
済

成
長

の
時

代
。

警
察

予
備

隊
→

保
安

隊
→

自
衛

隊

1
9

5
0

朝
鮮
戦
争

そ
の

ま
ん

ま
お

ぼ
え

た
ほ

う
が

よ
い

ね

1
9

2
3

関
東
大
震
災

と
（

１
）

く
（

９
）

に
（

２
）

さ
（

３
）

と
く

に
さ

と
く

に
さ

と
く

に
さ

と
く

に
さ

び
し

い
関

東
大

震
災

N
O

7

ポ
イ

ン
ト

社
会

主
義

を
取

り
締

ま
る

法
律

　
国

体
の

変
革

～
国

の
体

制
を

変
え

る
の

は
ダ

メ

1
9

3
1

満
州
事
変

い
（

１
）

く
（

９
）

さ
（

３
）

は
じ

め
（

１
）

い
く

さ
い

く
さ

い
く

さ
い

く
さ

始始始 始
めめめ め

る
満

州
事

変

ポ
イ

ン
ト

日
本

軍
が

鉄
道

爆
破

事
件

を
お

こ
し

、
中

国
侵

略
を

開
始

し
た

。

関
連

事
項

普
通

選
挙

法
に

よ
り

２
５

歳
以

上
の

男
子

す
べ

て
に

選
挙

権
が

与
え

ら
れ

た

外
　

　
国

国
内

で
反

対
し

て
い

た
犬

養
毅

暗
殺

～
五

・
一

五
事

件

1
9

3
7

日
中
戦
争

い
（

１
）

く
（

９
）

さ
（

３
）

な
（

７
）

い
く

さ
い

く
さ

い
く

さ
い

く
さ

長長長 長
引

く
日

中
戦

争

1
9

4
1
太
平
洋
戦
争

い
（

１
）

く
（

９
）

よ
（

４
）

い
（

１
）

行行行 行
く

よ
く

よ
く

よ
く

よ
一一一 一

気
に

太
平

洋
へ

1
9

4
5
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

い
（

１
）

く
（

９
）

よ
（

４
）

ご
（

５
）

米
英

ソ
連

、
行行行 行

く
よ

く
よ

く
よ

く
よ

強強強 強
引

に
ポ

ツ
ダ

ム
宣

言

ポ
イ

ン
ト

日
独

伊
三

国
（

軍
事

）
同

盟
を

結
び

日
本

パ
ワ

ー
ア

ッ
プ

　
　

　
　

　
ハ

ワ
イ

の
真

珠
湾

を
奇

襲

ポ
イ

ン
ト

広
島

８
月

６
日

・
長

崎
８

月
９

日
に

原
子

爆
弾

投
下

。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

N
O

8

ゲ
ル
マ
ン
人
の
大
移
動

み
（

３
）

な
（

７
）

ご
（

５
）

み
な

ご
み

な
ご

み
な

ご
み

な
ご

一
緒

に
大

移
動

ポ
イ

ン
ト

東
イ

ン
ド

会
社

の
イ

ン
ド

人
兵

士
の

セ
ポ

イ
が

反
乱

。
こ

れ
を

き
っ

か
け

に
ム

ガ
ル

ム
ガ

ル
ム

ガ
ル

ム
ガ

ル
帝

国
帝

国
帝

国
帝

国
が

滅
び

る

ポ
イ

ン
ト

リ
ン

カ
ー

ン
の

奴
隷

解
放

宣
言

で
北

部
が

勝
利

日
　

　
本

１
８

６
７

年
大

政
奉

還
～

徳
川

慶
喜

1
8

6
1

南
北
戦
争

い
（

１
）

や
（

８
）

む
（

６
）

い
（

１
）

南
北

に
分

か
れ

て
戦

う
の

は
イ

ヤ
イ

ヤ
イ

ヤ
イ

ヤ
無

意
無

意
無

意
無

意
味

1
8

5
7
イ
ン
ド
大
反
乱

い
（

１
）

や
（

８
）

こ
ん

（
５

）
な

ん
（

７
）

い
や

い
や

い
や

い
や

困
難

困
難

困
難

困
難

の
大

反
乱

ポ
イ

ン
ト

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
の

大
部

分
を

征
服

。
皇

帝
に

な
る

。
死

後
、

ウ
ィ

ー
ン

ウ
ィ

ー
ン

ウ
ィ

ー
ン

ウ
ィ

ー
ン

会
議

会
議

会
議

会
議

で
元

ど
お

り
。

1
8

0
4

ナ
ポ
レ
オ
ン

い
（

１
）

ば
（

８
）

れ
（

０
）

よ
（

４
）

い
ば

れ
よ

い
ば

れ
よ

い
ば

れ
よ

い
ば

れ
よ

皇
帝

ナ
ポ

レ
オ

ン

ポ
イ

ン
ト

国
王

は
三

部
会

を
召

集
。

第
三

身
分

の
人

が
、

わ
れ

こ
そ

が
国

民
の

代
表

と
暴

れ
る

。

　
　

　
　

　
絶

対
王

政
の

象
徴

で
あ

る
、

バ
ス

チ
ー

ユ
牢

獄
を

襲
う

。
『『『 『

人
権

宣
言

人
権

宣
言

人
権

宣
言

人
権

宣
言

』』』 』
出

さ
れ

る
。

日
　

　
本

１
7

8
7

年
松

平
定

信

　
　

　
　

　
（

人
は

生
ま

れ
な

が
ら

に
し

て
、

自
由

で
平

等
）

1
7

8
9
フ
ラ
ン
ス
革
命

ひ
（

１
）

な
ん

（
７

）
ば

（
８

）
く

（
９

）
国

王
へ

非
難

爆
非

難
爆

非
難

爆
非

難
爆

発
フ

ラ
ン

ス
革

命

ポ
イ

ン
ト

１
７

７
５

年
ワ

シ
ン

ト
ン

を
中

心
に

イ
ギ

リ
ス

か
ら

１
３

州
が

独
立

。

　
　

　
　

　
『

　
『

　
『

　
『

独
立

宣
言

独
立

宣
言

独
立

宣
言

独
立

宣
言

』』』 』
に

は
、

生
命

・
自

由
・

幸
福

を
追

求
す

る
基

本
的

人
権

が
含

ま
れ

て
い

る

日
　

　
本

１
７

７
２

年
田

沼
意

次

1
7

7
6

ひ
（

１
）

な
ん

（
７

）
な

か
（

７
）

ろ
（

６
）

国
民

の
非

難
非

難
非

難
非

難
な

か
ろ

な
か

ろ
な

か
ろ

な
か

ろ
と

独
立

宣
言

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言

ポ
イ

ン
ト

復
活

し
た

王
政

が
、

議
会

を
無

視
し

た
た

め
国

王
を

辞
め

さ
せ

た
。

新
国

王
に

『『『 『
権

利
権

利
権

利
権

利
ののの の

章
典

章
典

章
典

章
典

』』』 』

　
　

　
　

　
を

認
め

さ
せ

た
。

（
議

会
の

権
利

～
）

日
　

　
本

徳
川

綱
吉

の
政

治

1
6

8
8

名
誉
革
命

イ
チ

（
１

）
ロ

ー
（

６
）

パ
（

８
）

パ
（

８
）

イ
チ

ロ
ー

パ
パ

イ
チ

ロ
ー

パ
パ

イ
チ

ロ
ー

パ
パ

イ
チ

ロ
ー

パ
パ

は
名

誉
だ

ね

ポ
イ

ン
ト

ク
ロ

ム
ウ

エ
ル

ク
ロ

ム
ウ

エ
ル

ク
ロ

ム
ウ

エ
ル

ク
ロ

ム
ウ

エ
ル

を
中

心
に

お
こ

る
。

彼
の

独
裁

後
王

政
復

活

日
　

　
本

１
６

４
９

年
慶

安
の

御
触

書

1
6

4
2
清
教
徒
革
命

い
ち

（
１

）
ろ

（
６

）
よ

（
４

）
に

（
２

）
一

路
世

一
路

世
一

路
世

一
路

世
ににに に

出
る

清
教

徒

ポ
イ

ン
ト香

辛
料

を
求

め
イ

ン
ド

を
目

指
す

。
ア

メ
リ

カ
を

イ
ン

ド
と

思
い

先
住

民
を

イ
ン

デ
ィ

ア
ン

と
呼

ぶ
。

　
　

　
　

　
１

４
９

８
年

バ
ス

コ
＝

ダ
＝

ガ
マ

は
喜

望
峰

を
ま

わ
り

イ
ン

ド
へ

　
　

　
　

　
１

５
２

２
年

マ
ゼ

ラ
ン

一
行

が
世

界
一

周

1
4

9
2

コ
ロ
ン
ブ
ス

い
（

１
）

よ
（

４
）

く
（

９
）

に
（

２
）

意
欲

意
欲

意
欲

意
欲

ににに に
燃

え
る

コ
ロ

ン
ブ

ス

ポ
イ

ン
ト

ロ
ー

マ
教

皇
が

、
エ

ル
サ

レ
ム

エ
ル

サ
レ

ム
エ

ル
サ

レ
ム

エ
ル

サ
レ

ム
を

イ
ス

ラ
ム

勢
力

か
ら

取
り

戻
そ

う
と

し
た

～
失

敗

　
　

　
　

　
　

　
　

②
教

会
に

金
が

な
い

の
で

免
罪

符
売

る
～

宗
教

改
革

へ

日
　

　
本

１
０

８
６

年
白

河
上

皇
が

院
政

を
は

じ
め

る
。

　
　

　
　

　
影

響
　

①
教

皇
の

力
が

弱
ま

り
国

王
が

強
く

な
る

～
絶

対
王

政
へ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

③
戦

争
で

往
復

す
る

～
ル

ネ
サ

ン
ス

が
起

こ
る

（
イ

タ
リ

ア
）

　

1
0

9
6

十
字
軍

じ
ゅ

う
（

１
０

）
じ

く
（

９
）

む
（

６
）

十
字

軍
が

十
字

組
十

字
組

十
字

組
十

字
組

むむむ む

ポ
イ

ン
ト

ゲ
ル

マ
ン

人
が

大
移

動
し

て
き

て
、

西
ロ

ー
マ

を
滅

ぼ
し

フ
ラ

ン
ク

王
国

を
つ

く
る

。

　
　

　
　

　
フ

ラ
ン

ク
は

、
フ

ラ
ン

ス
、

ド
イ

ツ
、

イ
タ

リ
ア

に
離離離 離

れれれ れ
ま

す
。

は
（

８
）

な
（

７
）

れ
（

０
）

日
　

　
本

フ
ラ

ン
ク

王
国

～
イ

ス
ラ

ム
帝

国
～

唐
～

奈
良

（
８

世
紀

）

3
7

5



　
 　

い
っ

し
ょ

に
が

ん
ば

ろ
う

名
　

前

ク
ラ

ス

　
中

学
校

歴
史

　
注

意
事

項
注

意
事

項
注

意
事

項
注

意
事

項

　
①

 年
号

を
覚

え
て

い
な

く
て

は
解

け
な

い
と

い
う

問
題

は
非

　
　

  常
に

少
な

い
。

そ
の

た
め

、
年

号
だ

け
覚

え
る

と
い

う
こ

と
　

　
　

は
や

め
ま

し
ょ

う
。

　
②

 暇
な

と
き

に
、

繰
り

返
し

見
ま

し
ょ

う
。

声
に

出
す

と
覚

え
る

　
 　

 時
間

が
３

分
の

１
に

短
縮

で
き

ま
す

。

　
③

 わ
か

ら
な

い
言

葉
、

単
語

は
先

生
に

聞
き

ま
し

ょ
う

。

　
④

 授
業

の
時

は
常

に
携

帯
し

て
い

て
く
だ

さ
い

。

　
⑤

 再
発

行
は

し
な

い
の

で
な

く
さ

な
い

で
く
だ

さ
い

。


